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１　

条
例
制
定
の
背
景

平
成
27
年
12
月
７
日
、
大
田
区
議
会
に
て
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
13
条

第
１
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
外
国
人
滞

在
施
設
経
営
事
業
（
以
下
「
特
区
民
泊
事
業
」
と
い

う
。）
に
関
す
る
条
例
が
成
立
し
、
平
成
28
年
１
月

29
日
か
ら
施
行
と
な
っ
た
。
こ
の
条
例
制
定
の
背
景

に
は
、
外
国
人
旅
行
者
の
急
増
が
あ
る
。

平
成
27
年
に
都
内
を
訪
れ
た
外
国
人
旅
行
者
は
、

前
年
と
比
べ
て
34
％
増
の
１
１
８
９
万
人
と
な
り
、

初
め
て
１
０
０
０
万
人
を
超
え
た
。
大
田
区
に
お
い

て
も
、
同
年
の
外
国
人
宿
泊
者
総
数
は
、
前
年
と
比

べ
て
１
２
０
％
増
の
29
万
２
１
７
１
人
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
訪
日
外
国
人
客
等
の
増
加
に
伴
い
、
平
成

25
年
度
は
86
・
２
％
だ
っ
た
区
内
の
ホ
テ
ル
・
旅
館

の
客
室
稼
働
率
は
、
平
成
27
年
度
に
は
90
・２
％
に
ま

で
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
２
０
２
０
年
の
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
、
更
な
る

外
国
人
来
訪
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
今
後
、
滞
在

施
設
の
不
足
が
深
刻
化
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
日
本
の
空
の
玄
関
で
あ

る
羽
田
空
港
を
擁
し
、「
国
際
都
市
お
お
た
」
を
標

榜
す
る
大
田
区
と
し
て
は
、
新
た
に
特
区
民
泊
事
業

を
整
備
す
る
こ
と
で
、
単
に
滞
在
施
設
の
不
足
を
補

う
だ
け
で
な
く
、
大
田
区
に
お
け
る
地
域
経
済
の
活

性
化
や
観
光
・
国
際
都
市
の
推
進
に
つ
な
ぐ
こ
と
が

で
き
る
と
判
断
し
た
。

一
方
、
近
年
、
全
国
的
に
自

宅
や
空
室
を
利
用
し
た
違
法
性

の
高
い
民
泊
が
広
が
り
を
見
せ

て
お
り
、
騒
音
や
ゴ
ミ
出
し
等

に
お
い
て
近
隣
住
民
と
の
間
で

ト
ラ
ブ
ル
が
相
次
い
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
一

因
と
し
て
、
民
泊
事
業
に
対
す

る
法
的
整
備
等
の
明
確
な
ル
ー

ル
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

区
民
泊
経
営
事
業
の
認
定
に
際
し
て
一
定
の
ル
ー
ル

を
設
け
、
近
隣
住
民
が
懸
念
す
る
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル

に
対
し
て
、
未
然
の
防
止
、
あ
る
い
は
、
速
や
か
な

解
決
へ
と
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

２　

特
区
民
泊
事
業
と
は

マ
ス
コ
ミ
等
の
報
道
で
は
、「
全
国
初
の
民
泊
条

例
施
行
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
急
拡
大
し
、
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
民
泊
」
の
全
て
が
こ
の
条

例
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

法
で
規
定
し
て
い
る
外
国
人
滞
在
施
設
経
営
事
業

と
は
、

・	

国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て

・	

外
国
人
旅
客
の
滞
在
に
適
し
た
施
設
を

・	

賃
貸
借
契
約
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
契
約
に
基
づ

き
一
定
期
間
以
上
使
用
さ
せ
る
と
と
も
に

【条例制定の事例】
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　大田区は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、必要な条例を定め
運用を開始した。当事業は、区長の認定を受けることにより、旅館業法の許可を得ずに、
マンション等の空室などを短期の賃貸借契約で利用することを認めるためのものである。 
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・	

施
設
の
使
用
方
法
に
関
す
る
外
国
語
を
用
い
た
案

内
そ
の
他
外
国
人
旅
客
の
滞
在
に
必
要
な
役
務
を

提
供
す
る
事
業

で
あ
り
、
右
記
を
満
た
す
場
合
は
、
旅
館
業
法
の
適

用
が
除
外
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（
法
第
13
条
）。

し
た
が
っ
て
、
短
期
利
用
の
賃
貸
住
宅
と
い
う
性

格
を
持
つ
も
の
、
ホ
テ
ル
や
旅
館
の
よ
う
に
１
泊
か

ら
利
用
で
き
る
よ
う
な
民
泊
は
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、
大
田
区
で
は
「
特
区
民
泊
」
と
い

う
名
称
を
用
い
て
区
別
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
旅
館
業
と
は
「
宿
泊
料
を
受
け
て
、

人
を
宿
泊
さ
せ
る
営
業
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
旅

館
業
法
第
２
条
）。
し
た
が
っ
て
、
生
活
の
本
拠
を

置
く
よ
う
な
場
合
、
例
え
ば
ア
パ
ー
ト
や
間
借
り
部

屋
な
ど
は
貸
室
業
・
貸
家
業
で
あ
っ
て
旅
館
業
に
は

含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る（

注
）。

な
ぜ
法
で
は
、
賃
貸
住
宅
と
い
う
性
格
を
持
つ
特

区
民
泊
に
対
し
て
、
旅
館
業
法
の
適
用
除
外
と
す
る

規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
が
、「
生
活
の
本
拠
」
を
置
く
か
否
か
で

あ
る
。
賃
貸
住
宅
と
い
え
ど
も
７
日
あ
る
い
は
10
日

と
い
う
短
期
の
利
用
で
は
、
そ
こ
に
生
活
の
本
拠
を

置
い
て
い
る
と
は
認
め
が
た
く
、
旅
館
業
法
に
抵
触

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

一
昔
前
に
、
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う

も
の
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
週
間
単
位

で
マ
ン
シ
ョ
ン
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も

の
だ
が
、
同
様
の
理
由
で
、
営
業
を
行
う
た
め
に
は

旅
館
業
の
許
可
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
中
に
旅
館
業
法
の
適

用
を
除
外
す
る
と
い
う
特
例
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、

旅
館
業
の
許
可
を
取
得
し
な
く
て
も
短
期
間
の
賃
貸

借
契
約
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
大
田
区
内
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
も
特

区
民
泊
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
区
域
計
画

に
お
い
て
、
旅
館
業
と
同
様
の
用
途
地
域
に
よ
る
制

限
を
設
定
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
住
居
専
用
地
域

や
工
業
地
域
な
ど
で
は
事
業
は
で
き
な
い
こ
と
に
し

た
。
こ
れ
は
、
住
居
と
し
て
の
特
区
民
泊
が
ま
だ
世

間
に
十
分
認
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
７
日
以
上

の
滞
在
と
は
い
え
、
短
期
間
に
居
住
者
が
入
れ
替
わ

る
こ
と
か
ら
、
旅
館
業
と
し
て
の
性
格
を
排
除
し
き

れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
で
は
外
国
人
滞
在
施
設
経
営
事
業
に
つ

い
て
、「
外
国
人
旅
客
の
滞
在
に
適
し
た
施
設
を
賃

貸
借
契
約
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
契
約
に
基
づ
き
一

定
期
間
以
上
使
用
さ
せ
る
」
事
業
と
規
定
し
て
い
る

が
、
外
国
人
専
用
の
施
設
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の

た
め
、
外
国
人
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
人
で
あ
っ
て

も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

３　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

今
回
の
条
例
策
定
に
際
し
て
は
、
平
成
27
年
10
月

に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
、
積
極
的
に
進
め
る

べ
き
と
い
う
肯
定
派
か
ら
、
時
期
尚
早
で
実
施
す
べ

き
で
な
い
と
す
る
否
定
派
ま
で
、
様
々
な
意
見
が
60

件
寄
せ
ら
れ
た
。

主
な
意
見
と
し
て
、

・	

空
家
対
策
と
し
て
有
効
。

・	

お
も
て
な
し
民
泊
を
提
案
す
る
。

・	

外
国
人
の
不
法
滞
在
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
な
い

か
。

・	

テ
ロ
等
の
犯
罪
者
の
拠
点
と
な
ら
な
い
か
。

・	

騒
音
や
ゴ
ミ
処
理
、
防
犯
・
防
災
面
で
不
安
。

・	

１
居
室
を
多
人
数
で
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

劣
悪
な
居
住
環
境
に
な
ら
な
い
か
。

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
条

例
あ
る
い
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と

し
た
。

４　

条
例
の
内
容

第
１
条
は
、
条
例
の
趣
旨
規
定
で
あ
る
。

第
２
条
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
使
用
さ

せ
る
期
間
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法

施
行
令
第
12
条
の
「
施
設
を
使
用
さ
せ
る
期
間
」
が

７
日
か
ら
10
日
ま
で
の
範
囲
内
で
、
条
例
で
定
め
る

期
間
以
上
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
規
定
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
田
区
と
し
て
は
、

地
域
の
ホ
テ
ル
や
旅
館
と
の
役
割
分
担
、
１
施
設
に

お
け
る
滞
在
期
間
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
７
日
以

上
と
設
定
し
た
。

第
３
条
は
、立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
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施
設
の
認
定
に
際
し
て
は
、
法
施
行
令
で
定
め
て
い

る
台
所
、
浴
室
等
の
設
備
に
つ
い
て
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
認
定
後

も
、
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
れ
ば
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
処
分
を
行
う
た
め
に
は
、

実
際
に
現
場
に
出
向
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

第
４
条
は
、
事
業
計
画
の
近
隣
住
民
へ
の
周
知
に

関
す
る
規
定
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
民

泊
に
お
け
る
騒
音
や
ゴ
ミ
出
し
等
が
原
因
で
近
隣
住

民
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
る
。

ま
た
、
海
外
で
頻
発
す
る
テ
ロ
事
件
の
報
道
を
受

け
、
不
特
定
の
外
国
人
が
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
民

泊
に
対
し
て
、
安
全
・
安
心
面
で
不
安
を
抱
く
住
民

も
多
い
。
さ
ら
に
、火
災
や
震
災
な
ど
発
生
時
に
は
、

利
用
者
へ
の
避
難
誘
導
等
に
お
い
て
、
近
隣
住
民
の

支
援
を
お
願
い
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
近
隣
住
民
の
不
安
を
可

能
な
限
り
排
除
し
、
利
用
者
だ
け
で
な
く
住
民
に

と
っ
て
も
安
全
で
安
心
で
き
る
「
民
泊
サ
ー
ビ
ス
」

と
す
る
た
め
に
、
相
互
の
信
頼
関
係
を
築
く
必
要
が

あ
り
、
事
前
の
周
知
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
。

５　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

特
区
民
泊
事
業
の
認
定
を
円
滑
に
進
め
る
た
め

に
、
行
政
指
導
の
指
針
、
審
査
基
準
及
び
事
務
手
続

に
つ
い
て
の
規
定
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
平成27年12月14日

条例第75号
　（趣旨）
第１条　この条例は、国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「法」という。）第13条第１項に規
定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定めるものとする。
　（国家戦略特別区域法施行令第12条第２号の条例で定める期間）
第２条　国家戦略特別区域法施行令（平成26年政令第99号。以下「政令」という。）第12条第２号の条例で
定める期間は、７日とする。
　（立入調査等）
第３条　区長は、法第13条第９項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第４項に規定する
認定事業者（以下「認定事業者」という。）の事務所又は政令第12条第１号に規定する施設に立ち入り、
当該認定事業者に係る法第13条第４項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質
問させることができる。
２　前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ
るときは、これを提示しなければならない。
３　第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
　（事業計画の周知）
第４条　法第13条第１項に規定する特定認定（以下「特定認定」という。）を受けようとする者は、規則で
定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければ
ならない。
　（委任）
第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　付　則
　この条例は、規則で定める日から施行する。
　　　　　　（平成28年１月規則第２号で、同28年１月29日から施行）
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し
た
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
認
定
申
請
書
記
載
事
項
等
に
対
す
る
指
導

①　

最
大
滞
在
者
数

宿
泊
者
の
睡
眠
、
休
憩
等
の
用
に
供
す
る
部
分
の

床
面
積
を
合
計
し
た
値
に
つ
い
て
３
㎡
当
た
り
１
名

を
超
え
な
い
こ
と
及
び
使
用
す
る
寝
具
は
、
最
大
滞

在
者
数
を
超
え
な
い
こ
と
を
指
導
す
る
。

②　

近
隣
住
民
か
ら
の
苦
情
等
の
窓
口

担
当
者
名
、
所
在
地
、
電
話
番
号
等
を
記
載
さ
せ
、

苦
情
窓
口
の
所
在
地
、
連
絡
先
、
人
員
体
制
等
、
適

切
か
つ
速
や
か
に
苦
情
対
応
す
る
方
法
を
明
確
に
示

し
た
体
制
図
等
を
記
載
さ
せ
る
。

③　

廃
棄
物
の
処
理
方
法

事
業
系
ご
み
と
し
て
の
適
切
な
処
理
が
で
き
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

④　

火
災
等
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応

方
法

施
設
内
の
外
国
語
の
案
内
の
備
え
付
け
、
対
応
外

国
語
に
対
応
で
き
る
者
の
滞
在
等
に
つ
い
て
体
制
図

等
を
記
載
さ
せ
る
。

⑤　

施
設
使
用
の
際
に
、
以
下
の
注
意
事
項
に
つ
い

て
外
国
語
を
用
い
説
明
で
き
る
体
制
の
確
認

ア　

施
設
に
備
え
付
け
ら
れ
た
設
備
の
使
用
方
法	

イ　

廃
棄
物
の
処
理
方
法	

ウ　

騒
音
等
に
よ
り
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ

と

エ　

火
災
等
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
通

報
先
及
び
初
期
対
応
の
方
法

（
２
）
近
隣
住
民
へ
の
周
知
等
に
対
す
る
指
導

近
隣
住
民
に
対
す
る
事
前
の
周
知
に
際
し
て
は
、

書
面
に
よ
り
適
切
に
周
知
、
説
明
し
、
近
隣
住
民
の

理
解
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
騒
音
や
ご

み
の
廃
棄
方
法
等
の
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
は
、
適
切

か
つ
速
や
か
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ま
た
、
騒
音
や
ご
み
の
廃
棄
方
法
等
の
苦
情
が

あ
っ
た
場
合
は
、
近
隣
住
民
と
の
や
り
取
り
、
交
渉

経
緯
等
を
適
宜
区
に
報
告
す
る
こ
と
。

（
３
）
滞
在
者
の
確
認
に
対
す
る
指
導

認
定
事
業
者
は
、
滞
在
者
が
施
設
の
使
用
を
開
始

す
る
際
に
、
対
面
に
よ
り
、
滞
在
者
名
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
滞
在
者
と
実
際
に
使
用
す
る
者
が
同
一
の

者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

日
本
人
及
び
日
本
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
の
場

合
は
、
本
人
と
確
認
で
き
る
顔
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
等
で
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
外
国
人

の
場
合
は
、
記
載
の
正
確
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら

当
該
滞
在
者
に
旅
券
の
呈
示
を
求
め
本
人
確
認
を
行

う
と
と
も
に
、
旅
券
の
写
し
を
滞
在
者
名
簿
と
と
も

に
保
存
す
る
こ
と
。

（
４
）
警
察
へ
の
捜
査
協
力
等
に
対
す
る
指
導

①　

認
定
事
業
者
は
、
契
約
期
間
中
に
、
滞
在
者

本
人
が
適
切
に
施
設
を
使
用
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
状
況
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、

挙
動
に
不
審
な
点
が
見
ら
れ
る
場
合
や
違
法
薬

物
の
使
用
や
売
春
な
ど
の
法
令
に
違
反
す
る
行

為
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
最
寄
り

の
警
察
署
に
通
報
す
る
こ
と
。

②　

認
定
事
業
者
の
求
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
滞
在
者
が
旅
券
の
呈
示
を
拒
否
す
る
場
合
に

は
、
当
該
措
置
が
区
の
指
導
に
よ
り
行
う
も
の

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
呈
示
を
求
め
、
更
に

拒
否
す
る
場
合
に
は
、
当
該
滞
在
者
は
旅
券
不

携
帯
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
最
寄
り

の
警
察
署
に
連
絡
す
る
等
適
切
な
対
応
を
行
う

こ
と
。

③　

認
定
事
業
者
は
、
警
察
等
の
捜
査
機
関
の
職

員
か
ら
、
そ
の
職
務
上
、
滞
在
者
名
簿
の
閲
覧

請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
捜
査
関
係
事
項
照

会
書
の
交
付
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職

務
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
で
協
力
す
る
こ

と
。
ま
た
、
滞
在
者
に
係
る
不
審
事
案
の
有
無

に
関
す
る
警
察
官
等
の
質
問
に
対
し
て
は
、
積

極
的
に
協
力
す
る
こ
と
。

（
５
）
認
定
の
公
表

①　

特
定
認
定
を
受
け
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
施

設
名
称
及
び
所
在
地
の
一
覧
表
を
、
大
田
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
す
る
。

②　

認
定
事
業
者
に
対
し
、
特
定
認
定
を
受
け
た

施
設
の
郵
便
受
け
、
玄
関
の
扉
付
近
等
に
、
事

業
開
始
ま
で
に
施
設
名
及
び
緊
急
連
絡
先
の
表

示
を
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
（
認
定
書
交
付
の

際
に
、
特
区
民
泊
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
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に
連
絡
先
を
記
載
で
き
る
シ
ー
ル
を
配
付
し
て

い
る
。）。

６　

サ
ポ
ー
ト
事
業

大
田
区
で
は
、
商
店
街
及
び
銭
湯
で
利
用
で
き
る

特
区
民
泊
セ
ッ
ト
を
、
特
区
民
泊
事
業
者
に
配
付
す

る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
特
区
民
泊
セ
ッ
ト
と

は
、
多
言
語
に
対
応
し
た
マ
ッ
プ
や
商
店
街
で
活
用

で
き
る
ク
ー
ポ
ン
券
、
銭
湯
を
利
用
す
る
際
に
特
別

手
ぶ
ら
セ
ッ
ト
（
シ
ャ
ン
プ
ー
、
ボ
デ
ィ
ソ
ー
プ
、

タ
オ
ル
、
バ
ス
タ
オ
ル
を
セ
ッ
ト
に
し
た
も
の
）
と

交
換
で
き
る
引
換
券
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
も
の

で
、
各
商
店
街
と
大
田
浴
場
連
合
会
で
実
施
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
に
、
大
田
区
は
、
訪
日
外
国
人
誘
客
・
受

入
施
策
と
し
て
、

①　

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
（
Ｗ
ｉ
‐
Ｆ
ｉ
）
環
境
の

整
備

②　

６
か
国
語
に
よ
る
多
言
語
版
大
田
区
公
式
観

光
サ
イ
ト
の
開
設

③　

大
田
区
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
の
オ
ー
プ
ン

④　

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
客
等
を
対
象
と
し
た
、
羽
田

空
港
を
拠
点
と
し
て
３
時
間
で
区
内
の
観
光
が

楽
し
め
る
モ
デ
ル
コ
ー
ス
「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ａ

⇔

Ｏ
Ｔ
Ａ
エ
ン
ジ
ョ
イ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
提
供

⑤　

商
店
街
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
多
言
語
化
へ
の
補

助

な
ど
も
実
施
し
て
い
る
。

７　

今
後
の
課
題

１
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
特
区
民
泊
だ
が
、
６
月

時
点
で
の
認
定
数
は
17
件
に
留
ま
っ
て
い
る
。
件
数

が
伸
び
な
い
理
由
と
し
て
、最
低
利
用
日
数
（
７
日
）

や
消
防
の
指
導
が
厳
し
い
と
い
う
意
見
等
を
頂
い
て

い
る
。
ま
た
、
４
月
か
ら
旅
館
業
法
施
行
令
が
改
正

さ
れ
、
簡
易
宿
所
営
業
の
客
室
面
積
が
緩
和
さ
れ
た

こ
と
、
さ
ら
に
、
国
で
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
民
泊

サ
ー
ビ
ス
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
６
月
中
に
報
告
が

ま
と
め
ら
れ
、
今
後
、
新
た
な
法
的
整
備
が
な
さ
れ

る
と
の
見
方
か
ら
、
し
ば
ら
く
は
様
子
見
を
決
め
た

事
業
者
が
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
大
田
区
・
民
泊
」

で
検
索
す
る
と
３
０
０
件
ほ
ど
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
し

か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
施
設
の
正
確
な
場
所

や
オ
ー
ナ
ー
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
多
く
は

違
法
の
民
泊
と
推
定
さ
れ
る
。

昨
年
は
１
件
だ
っ
た
違
法
民
泊
へ
の
苦
情
相
談

が
、
今
年
の
６
月
時
点
で
は
、
施
設
の
場
所
と
オ
ー

ナ
ー
の
連
絡
先
が
判
明
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
、
既

に
９
件
と
な
っ
て
い
る
。

９
件
中
７
件
に
つ
い
て
は
指
導
を
行
っ
た
結
果
、

廃
止
と
な
り
、
２
件
に
つ
い
て
は
指
導
中
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
他
に
、
オ
ー
ナ
ー
が
外
国
人
で
、
海
外

に
居
住
し
て
お
り
、
建
物
の
管
理
会
社
も
連
絡
先
が

分
か
ら
な
い
た
め
、
指
導
が
難
し
い
と
い
う
ケ
ー
ス

も
存
在
す
る
。

今
後
は
、
ル
ー
ル
化
さ
れ
た
特
区
民
泊
の
利
用
実

績
の
検
証
を
行
い
つ
つ
、
民
泊
に
対
す
る
国
の
法
的

整
備
の
行
方
を
見
極
め
、
い
か
に
し
て
違
法
民
泊
を

合
法
的
な
民
泊
へ
と
誘
導
し
て
い
く
か
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。

８　

お
わ
り
に

最
近
、
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
外
国
人
旅
行

者
の
間
で
は
、
日
本
の
文
化
や
日
本
人
の
生
活
を
直

接
体
験
し
た
い
と
い
う
新
た
な
需
要
も
発
生
し
て
い

る
と
聞
く
。
ホ
テ
ル
・
旅
館
で
は
満
た
す
こ
と
が
難

し
い
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
新
た
な
宿
泊

需
要
に
対
し
て
、
民
泊
は
有
効
な
手
段
と
な
り
得
る

で
あ
ろ
う
し
、
従
来
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
シ
ェ
ア
を

奪
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
実
際
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る
特
区
民
泊
の

中
に
は
、
鍵
の
受
け
渡
し
や
本
人
確
認
等
の
業
務
を

既
存
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
と
提
携
し
て
実
施
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
単
に
宿
泊
客
を
取
り
合
う
ラ
イ
バ

ル
と
し
て
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
化
す
る
宿

泊
需
要
に
対
し
て
、棲
み
分
け
や
役
割
分
担
を
行
い
、

互
い
に
補
完
し
合
う
こ
と
で
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
関
係

を
築
い
て
い
け
れ
ば
理
想
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
　

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。
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